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療
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ニ
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市政 ニュース

男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
事
業
を
募
集

し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
事
業
・
補
助
金
額

　
市
民
活
動
団
体
、
自
治
区
ま
た
は
企
業

が
市
内
に
お
い
て
実
施
す
る
、
男
女
共

同
参
画
社
会
推
進
に
関
す
る
事
業

■
交
付
決
定

申
請
の
内
容
を
審
査
し
、
4
月
中
旬
ま

で
に
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

■
申
込
み

1
月
15
日
㈪
〜
3
月
9
日
㈮
に
指
定
の

申
請
書
を
郵
送
（
当
日
必
着
）
ま
た
は

市
民
協
働
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
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半
田
市
東
洋
町
2
│

1

※
申
請
書
は
、
市
民
協
働
課
及
び
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

　
市
民
協
働
課
　

v
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税
関
で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
密
輸

情
報
提
供
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
左
記

の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
す

ぐ
に
情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
あ
ま
り
親
し
く
な
い
人
に
、
外
国
か
ら

荷
物
が
届
く
の
で
名
前
と
住
所
を
貸
し

て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
。

◇
海
外
渡
航
先
で
、よ
く
知
ら
な
い
人
か
ら

中
身
の
分
か
ら
な
い
荷
物
を
預
か
っ
た
。

◇
海
外
旅
行
の
飛
行
機
の
中
で
、
隣
の
人

が
脂
汗
を
か
い
て
食
事
を
摂
っ
て
い
な

か
っ
た
。

◇
お
礼
は
す
る
か
ら
と
、
何
か
を
日
本
に

持
っ
て
い
く
よ
う
に
依
頼
さ
れ
た
。

■
問
合
わ
せ
　
税
関
密
輸
ダ
イ
ヤ
ル
（
24

時
間
受
付
・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）
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半
田
市
国
保
年
金
課
か
ら
国
保
加
入
者

に
お
送
り
し
て
い
る
「
国
民
健
康
保
険
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」
（
医
療
費
通
知
）
が
、

平
成
29
年
分
以
降
の
所
得
税
の
確
定
申
告

書
及
び
平
成
30
年
度
以
降
の
市
民
税
・
県

民
税
申
告
書
に
添
付
す
る
医
療
費
控
除
の

明
細
書
と
し
て
使
用
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
な
お
、
医
療
費
通
知
の
再
発
行

は
い
た
し
か
ね
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

■
医
療
費
控
除
の
明
細
書
に
つ
い
て

次
の
場
合
は
、
医
療
費
通
知
と
は
別
に
、

領
収
書
に
基
づ
い
て
医
療
費
控
除
の
明
細

書
を
作
成
し
、
申
告
書
に
添
付
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

・
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
支
払
い
で
、

医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も

の
が
あ
る
場
合

・
11
月
及
び
12
月
の
医
療
費
の
支
払
い
で
、

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
も
の
が
あ

る
場
合
（
医
療
費
通
知
の
発
送
が
翌
年

3
月
下
旬
と
な
る
た
め
）

※
申
告
者
自
身
が
作
成
し
た
明
細
書
を
申

告
書
に
添
付
す
る
場
合
は
、
領
収
書
を

確
定
申
告
期
限
か
ら
5
年
間
保
存
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
自
己
負
担
額
に
つ
い
て

医
療
費
通
知
の
「
自
己
負
担
額
」
欄
に

記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
と
、
実
際
に
負
担

し
た
金
額
が
異
な
る
場
合
（
公
費
負
担
医

療
や
高
額
療
養
費
が
あ
る
場
合
な
ど
）
は
、

※上記のほか、男女共同参画社会の普及、啓発事業に対して補助します。
　詳しくは、市民協働課へご相談ください。

対象事業 補助金の額

大規模な啓発事業
（参加人数が概ね
300名以上）

１事業につき事業費の
２分の１以内の額
（上限１５万円）

講座、セミナー
などの啓発事業

１事業につき
上限４万円

１事業につき
上限２万円

・男女共同参画を推進するためのフォ
ーラム、映画上映会 など

広報紙などの発行
による啓発事業

・子育て支援講座
・介護に関する講座
・男女共同参画推進セミナー
・健康づくりに関する講座　など

補助金交付事業例

・ＤＶ根絶啓発パネルの作成　
・男女共同参画広報紙 など

「
自
己
負
担
額
」
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る

金
額
を
、
申
告
者
自
身
が
訂
正
し
て
申
告

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

・
医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
こ
と

半
田
税
務
署
　

6
3
1
4
1
（
自
動

音
声
案
内
）

・
医
療
費
通
知
に
関
す
る
こ
と

　
国
保
年
金
課
　

v
0
6
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退
職
等
に
よ
り
所
得
が
前
年
と
比
べ
て

10
分
の
7
以
下
に
減
少
す
る
方
、
母
子
・

父
子
家
庭
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
で
所
得
割
額
の
あ
る
方
な
ど
に
対
し
て
、

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま

す
。
減
免
の
事
由
に
よ
っ
て
、
必
要
な
書

類
及
び
申
請
期
限
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
国
保
年
金
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
わ
せ

　
国
保
年
金
課
　

v
0
6
6
1


